
今週は、 
 “どうすれば特許を取得できるか”、 
                 について実例を紹介 

特許は発明であり、研究ではない。 

研究は、発見でも良い。しかし、理論的、実験的に 
検証されている必要がある。特許は、検証されて 
いる方が良いが、“絵に描いた餅”でもよい。 
（実現性、有効性が推察できればよく、添付データも 
厳密性は必要ない） 

私の感覚 発明 ＜ 研究 研究ができれば、発明も 
できるが、逆は成り立たない 



特許出願の公開 

出願された特許は， 
１年６ヶ月後に公開 
される 



特許公報 

成立した特許は 
公開される 



特許発想会・特許戦略会議 

一人の知恵では限界 

三人寄れば文殊の知恵 

多くの人，部署が集まって 
知恵を出し合い，抜けのな 
い特許に熟成させる 

↓ 

↓ 



↓ 

最初の発想は 
 （一人では） 

多くの意見 
が出て， 
（発想会後） 



傍目からみるとちょっとした工夫で特許が 
取得できる（た）事例(1) 

ジェットエンジンを飛行機 
に適用することが特許 



HDDスピンドルモータ用玉軸受の玉数を１２ 
（従来は７，８，１０）にした． 

US Pat.5882122 として米国で成立（1999.3.16) 

・HDDスピンドルモータ専用としたこと 
 （用途限定，その用途では初めて） 
・玉数を12とすることで，軸受の振れ 
  精度を格段に向上できたこと 
 （理論的・実験的データに基づく出願） 

傍目からみるとちょっとした工夫で特許が 
取得できる（た）事例(2) 





12ヶボール玉軸受 

従来のHDDスピンドルモータ用玉軸受 

8 ｹ玉 

10ヶ玉 



玉軸受単体の回転精度測定装置 

先ほどの玉軸受の回転 
精度を正確に測定する 
方法は無かった 

新規に測定装置を開発 

回転精度＋トルクを同時 
に測定できる装置として 
特許出願 





日本精工  
トランスライド 
（リニアガイド） 

知的所有権 ちょっとした工夫で特許になる例（３） 

特徴 
(1) 低コスト 
(2) 高負荷容量 



低コスト化の工夫 

加工時間の削減 

機械加工（研削，旋削） 
を極力なくす 

↓ 

↓ 
レール，スライダを 
引き抜き（圧延）加工 
で製作する 
 （製造法特許） 



レールを引き抜き加工で製作するに当たって， 

素材断面が矩形（長方形）であると，引き抜きによって 
図（A）のように変形する 

図（A） 

塑性変形による盛り上がり 製品として好ましい 
形状は，図（B）の 
ような蒲鉾型 

図（B） 



変形後に最適形状になるような素材残面形状に 
最初からしておく 
（製品製法を生かすための素材形状）→ 特許 

加工後の盛り上がり 
を考慮して両肩を下 
げておく 



スライダも引き抜きで作りたいが・・・・・ 

従来構造では，ボール循環穴があるので， 
無理である 



それならば，循環穴をなくせばよい 
（スライダの新しい断面形状）→特許 

上面に循環路 
を設けた 

エンドキャップを用いて，上図 
のように玉を循環させる 



最終的な構造 

出願特許 
①製造方法 
②レール素材断面形状 
③スライダ断面形状 



CVT応用特許例（ by NSK 今西氏） 

４WD車には，センターデフがあり， 
負荷に応じて出力を分けている 

↓ 
車重が大きくなるので， 
できれば無くしたい 
（by 自動車メーカー） 

→ 
CVTを２つ搭載する 
ことで，この問題を 
解決 → 特許 



２つのCVTで前後の駆動力を受け持つ 
（回転数コントロールが無段階にできる） 

前輪用 後輪用 



まともな構造図 
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